
 

 

 

 
 

Tax Analysis 

 

                                                
1 法人に配当を支払う際、相手方が配当支払法人の 25%以上の持分を直接保有している場合には制限税率が 5%となる。インベストメント・ビークルの不動産投資に
より得られた所得あるいは収益の中から配当が支払われる場合で、インベストメント・ビークルが年度ごとに当該所得あるいは収益の大部分を分配し、かつ当該
所得が免税とされる場合、制限税率は 15%となる。その他の場合の制限税率は 10%である。 
2 産業上、商業上、学術上の設備の使用もしくは使用の権利の対価として支払われる使用料の制限税率は 10%である。但し、使用料の総額の 60%をベースとして税
額を計算することができる。従って、実際の制限税率は 6%となる。その他の場合の実際の制限税率は 10%である。 
3 関連する資産が恒久的施設を通じて英国で経営活動を行う目的で用いられる場合を除き、英国の居住者でない者は通常、譲渡所得に対して英国の税金を納付する
必要はない。但し、英国の居住者でない場合であっても、一定の価値を超える住宅についてはキャピタルゲイン税を納付することが必要となる可能性がある（現
行の価値基準は 200万ポンドである）。 
4  中国企業の持分の保有割合が 25%未満の英国の居住者株主は、以下の 2 つの条件を満たす場合、その持分の譲渡所得に対して 10%の中国企業所得税が免除される。
(1)持分譲渡前の 12ヶ月間において、持分保有割が 25%を超えないこと、(2)譲渡持分の価値の 50%以上が、中国に所在する不動産から生じたものでないこと。 
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中国税務 

新中英租税条約の発効 
 
長く待たれていた新しい中英租税条約が 2013年 12月 13日に発効した。当該条

約は 2011年 6月 27日にロンドンで署名され、その一部の条項は 2013年 2月 27

日に北京で署名された議定書により改正された。新条約は 1984年及び 1996年

の条約及び議定書に代わるものであり、以下の所得等に適用される。 

 
 中国側 

• 2014年 1月 1日以降に開始する課税年度に生じた利益、所得及び譲渡

所得 
 
 英国側 

• 2014年 4月 6日以降に開始する申告年度の所得税及びキャピタルゲイ

ン税 2014年 4月 1日以降に開始する事業年度の法人税 

 
新条約における主な改正点は、以下の通りである。  

 
• 一部の配当に係る制限税率が 10%から 5%に、一部の使用料に係る制限税率

が 7%から 6%に引き下げられた。また、譲渡所得及びその他の所得に対す

る二重課税を制限する措置に関する内容が追加された。 
 
 英国国内法 中国国内法 新条約 

配当 0% 10% 5/10/15%1 

利子 20% 10% 10% 

使用料 20% 10% 6/10%2 

譲渡所得 0%3 10% 0/10%4 

 
• 恒久的施設（PE）の定義が変更され、役務提供 PEの概念を含むこととな

った。  
• “その他の規則”条項が追加され、条約の規定にかかわらず、税務当局が
国内法における一般租税回避防止規則を適用することを認めた。 

• 配当、利子、使用料及びその他の所得条項において、条約の濫用防止に関
する内容が追加された。即ち、関連の取引が条約の条項の適用を主たる目

的とするか、あるいは主たる目的の一つとする場合、条約の恩典適用を受

けることはできない。 
• 技術費に関する条項が削除された。 
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• 新条約がより OECDモデル条約に沿ったものとなるように、その他のいくつかの点が変更された。 
 

上述の改正内容については Tax Analysis（ P144/2011）5において解説を行っているため、本 Tax Analysisでは、新

条約が持株会社の設立地の選択に与える影響について検討する。 

 
議定書による改正点を除き、今回発効した新条約には、2011年 6月 27日に署名された条約からの変更点はない。議定

書では第 10条の配当条項が改正された。当初は、配当を支払う法人の 25%以上の持分を間接的に保有する場合にも軽

減税率が適用できるとされていたが、改正後は直接的に保有する場合にのみ適用できることとなった。この改正によ

り、新条約の条項は OECDモデル条約、及び現在中国が締結している大部分の条約とも一致するものとなった。 

 
コメント 
 
(i) 中国への投資を検討する多国籍企業への影響 

 
中国への投資について検討している多国籍企業にとって、配当に対する制限税率を 5%とする規定の導入は好まし

いものと言える。 
 
改正後の新しい中英条約の条項は、よく見られる持株会社の設立地（例えば、香港、ルクセンブルク及びシンガ

ポール）と中国との間で締結されている条約の条項とも一致するものである。このことは、多国籍企業が持株会

社の設立地を検討する際の選択肢が増えたことを意味する。 

 
近年、持株会社の設立地としての競争優位性を高めるために、英国は国内法において多くの政策変更を行った。

今回の中英条約の改正はこれらの政策変更を補完するものと言える。英国の国内法における主な変更点として以

下が挙げられる。 

 
§ 英国は G20諸国の中でも法人税率が最も競争力を有する国の一つであり、現在の税率は 23%であるが、

2014年 4月 1日から 21%に引き下げられ、2015年 4月 1日には更に 20%へ引き下げられる。 
§ 一定の条件を満たすことを前提として、配当及び一定割合の持分を譲渡することによって得た所得に対し
ては法人税が免除される。 

§ 改正後の被支配外国法人（CFC：Controlled Foreign Corporation）に関する規定によれば、利益が故意に

英国から他国に移転されるのでなければ、被支配外国法人の利益に英国の租税は課されない。 

§ 革新活動を支援するための優遇措置が設けられた（例えば“パテントボックス”制度、条件を満たす研究
開発支出に対する租税優遇など）。 

 
上述の通り、条約の条項の適用を主たる目的とするか、あるいは主たる目的の一つとする取引を規制するため、

新条約では配当、利子、使用料及びその他の所得条項に租税回避防止に関する内容が追加された。 

 
中国の“受益者”に関する判定ルール6、及び OECDの「税源侵食及び利益移転（BEPS：Base Erosion and Profit 

Shifting）行動計画」7と国際的な政策動向も考え合わせると、特定の租税回避防止条項が置かれたことは、十分

な経営実態を有しない中間持株会社は租税条約による恩典の適用を受けることが難しくなることを意味する。 

 
既に英国で一定の事業を営んでいる多国籍企業グループは、英国法人が中国子会社の持分を直接保有する可能性

を検討することができる。一方、経営実態を有する新たな持株会社を設立する必要がある多国籍企業グループに

とって、英国はその他の持株会社の設立地と比べて、よりよい選択肢になるかもしれない。もし当該グループが

英国で上場していれば、“受益者”に関するセーフハーバールール8の適用も考えられる。 

 
(ii) 英国及びその他の地域への投資を検討する中国企業への影響 

 
英国の不動産投資信託基金から支払われる配当9を除き、英国法人が支払う配当に対して源泉徴収税は課税されな

い。従って、新条約はこの点に関し、大きな影響を与えない。しかし、英国の広範な租税条約のネットワーク、

及び上記(i)で述べた英国国内における租税政策を考慮すると、中国企業が対外投資をする際（特にアジア地域以

外に投資する場合）、持株会社の設立地の選択肢の一つとして、英国は一定の優位性を有すると言える。 

 

                                                
5 https://www.deloitte.com/assets/Dcom-China/Local%20Assets/Documents/Services/Tax/TaxanalysisCN2011/cn(zh-cn)_tax_tap1442011chi_260911.pdf（中国語）、 
https://www.deloitte.com/assets/Dcom-China/Local%20Assets/Documents/Services/Tax/TaxanalysisEN2011/cn_tax_tap1442011_eng_260911.pdf（英語） 
6 国税函[2009]601号及び税総函[2013]165号を参照。 
7 OECDの BEPSに関する研究報告書において、条約の濫用は 15の注目すべき分野の一つとされている。 

8 国家税務総局公告[2012]30 号及び税総函[2013]165号を参照。 
9 中国投資者が英国の不動産投資信託基金から受け取る配当は、英国で 15%の源泉徴収税が課される。 

https://www.deloitte.com/assets/Dcom-China/Local%20Assets/Documents/Services/Tax/TaxanalysisCN2011/cn(zh-cn)_tax_tap1442011chi_260911.pdf
https://www.deloitte.com/assets/Dcom-China/Local%20Assets/Documents/Services/Tax/TaxanalysisEN2011/cn_tax_tap1442011_eng_260911.pdf


また、欧州に投資している中国企業にとって、欧州連合（EU）加盟国である英国は、持株会社の設立地として魅

力的と言えよう。EUの親子会社指令、利子及び使用料指令により、欧州法人から英国の親会社へ送金される配

当、使用料及び利子の源泉徴収税率はゼロとされる10。 

 
最後に、中国の被支配外国法人に関する規定において、英国は“ホワイトリスト”に列挙されているため、中国

企業が持分を保有する英国法人の留保利益に対して、みなし配当として中国で課税されることはない。 

 
(iii) 現行のストラクチャーへの影響 

 
中間持株会社を介して中国子会社の持分を保有する多国籍企業は、現行のストラクチャーをレビューし、適当な

場合には、英国がよりよい選択肢となるか否かを検討することができる。 

 
英国の多国籍企業であれば、第三国にある中間持株会社を通じて中国子会社の持分を保有する代わりに、英国法

人が直接その持分を保有する形にすることにより、現行のストラクチャーの簡素化を図ることができるかもしれ

ない。直接保有の形態は条約の恩典適用を申請する上でより望ましいだけでなく（例えば、中間持株会社に経営

実態がなければ、受益者として認定されず、条約の恩典適用を認められない可能性がある）、経営及び管理コス

トも軽減することができる。 

 
当然、どのような再編案であれ、英国以外の税務上の影響についても十分検討する必要がある。中国税務の観点

から言えば、再編に特殊税務処理を適用できるか否か、中国企業の持分を譲渡する際に 10%の企業所得税の負担

が生じるか否かを慎重に検討する必要がある。 

 
配当を受け取る企業が受益者の認定要件を満たすならば、その配当が 2014年より前に生じた利益の中から支払わ

れたとしても、配当に関する分配決議が 2014年 1月 1日以降に行われる限り、理論的にはその配当に対して新条

約における軽減税率を適用することができる。但し実務上、一部の税務機関は、2014年 1月 1日より前に生じた

利益の中から分配される配当に対しては、新条約における軽減税率を適用できないと考える可能性がある。従っ

て、意図しない税金負担が生じることがないように、企業は配当決議を行う前に管轄税務機関とコミュニケーシ

ョンをとり、この問題を解決しておく必要がある。 

 
 
 
 
本 Tax Analysis の内容は、デロイトの国際税務サービスに関わるものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
10 EUの親子会社指令に基づき、持分保有割合が 10%以上の場合、EUの居住者法人が英国法人へ支払う配当は通常、源泉徴収税が免除される。また、EUの利子及び

使用料指令に基づき、持分保有割合が 25%以上の場合、EUの居住者法人が英国法人へ支払う利子及び使用料は通常、源泉徴収税が免除される。 



 

本 Tax Analysisは徳勤華永会計師事務所有限公司が中国大陸及び香港のクライアント及びスタッフ向けに作成してい

る、一般的な参考目的のものです。読者の皆様には、このニュースレターに含まれる情報に関して何らかの行動をとる

前に、税務アドバイザーのアドバイスを受けることを提案いたします。本 Tax Analysisの内容に関する更なる情報、ア

ドバイス或いはその他の税務問題に関する分析をご希望される場合、以下の担当者までご連絡ください。 
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